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１ スケジュール

今回の取組は、令和１２年ごろまで既存施設を活用しながら段階的に

機能再編を行い、持続可能な医療提供体制を目指すものです。
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ニーズの低い要介護認
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今までどおり、軽度な
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の入院患者も受入れ

る体制を維持し、可能

な限り、高千穂町国
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基本的に西臼杵郡3町の入院

患者全てを対象にする

急性期治療やリハビリ

を必要とする患者

２ 入院

３公立病院は、それぞれ役割分担を行い、現在は多くが郡外に入院している

回復期から慢性期相当の患者さんを今後できるだけ受け入れられるように

する体制を整えます。
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地域の診療所・薬局
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の連携医療機関

３ 外来・在宅

これまでどおり３病院それぞれを受診していただけます。

また、ビデオ通話機器を使用したオンライン診療の導入も検討していきます。

*その時々の診療報酬制度によってオンライン診療が可能になる範囲が異なります

統合再編の概要について

従来の大学病院との関係強化を基本

としながら、西臼杵郡3公立病院が共

同で、多様な医師を確保する取り組み

を推進すると同時に、医師を惹きつけ

るような魅力ある病院・地域づくりに取

り組みます。

西臼杵郡3公立病院が経営統合する

ことによって、西臼杵地域の医療提供

体制、及び、経営基盤の強化を図るこ

とが期待できます。

医師確保

経営形態

【一部事務組合のイメージ】

４ 医師確保・経営形態

医師の確保については、これまで３病院が行ってきた取り組みを共同して

行うとともに、医師・看護師等を引き付けるような魅力ある病院・地域

づくりに取り組みます。

また、経営形態は、「西臼杵広域行政事務組合」の一部となることが

検討されています。

※ ３病院の職員は町職員から一部事務組合の職員と

なりますが、地方公務員としての身分は変わりません。



西臼杵郡3公立病院の統合・再編について

西臼杵郡の３公立病院（高千穂町国保病院、日之影町国保病院及び五ヶ瀬町国保

病院）のあり方については、これまで３町、３公立病院及び医師会等による

「西臼杵地域公立病院部会」において検討が進められてきたところですが、７月５日、

検討結果をまとめた報告書が３町長に提出されました。

西臼杵郡３公立病院を取り巻く状況について

〇 西臼杵郡の人口はこの３０年余りで約４割減少しており、

今後、病院を利用する患者さんも減ることが予測されます。

また、西臼杵郡の人口１０万人あたりの医師数は全国平均や

県平均の半分程度であり、その数も減少傾向にあります。

〇 このような状況が続くと、今後西臼杵郡では、今の水準の

医療を提供していくことが困難になる可能性が出てきます。

〇 このような課題に対し、３公立病院は経営をまとめ（統合）、

役割分担（再編）を進めながら一体となって取り組んでいく

必要があります。

基本構想（案）のパブリックコメントについて

〇 このチラシの内容は、令和３年７月から８月にかけて実施した「住民説明会」の資料から抜粋

したものです。

資料の完全版については、西臼杵地域公立病院統合再編準備室のホームページ

（https://www.town-takachiho.jp/top/soshiki/fukushihoken/3hp_tougousaihen/index.html）

をご覧いただくか、統合再編準備室まで御連絡ください。

〇 現在、「基本構想（案）」の内容について住民のみなさまの御意見をお伺いする「パブリック

コメント」を実施しております。

「パブリックコメント」を通じて、住民の皆様の声をお聞きしたうえで、１０月を目途に

基本構想を決定することとしておりますので、ぜひ積極的な御意見をお願いいたします。

「基本構想（案）」の内容及びパブリックコメントについては、西臼杵地域公立病院統合再編

準備室のホームページをご覧いただくか、統合再編準備室までご連絡ください。

西臼杵地域公立病院統合再編準備室
〒 882-1192 高千穂町大字三田井13（高千穂町役場内）
電話 0982-82-2004 FAX 0982-82-2033
E-mail jyunbishitu@town-takachiho.jp

問 住民にとって、最も大きく変わる点は？

答 役割分担を進めることにより、患者さんの状態によって、３町立病院の

病床機能に応じた転院調整をお願いする場合があります。

問 いつから変わるの？

答 経営統合した病院の運営を令和６年４月から始めることを目指して、

３病院・役場において具体的な準備を進めていきます。

問 統合・再編のメリットは何か？

答 ３病院の経営が一つになることで、医師や看護師などの職員を共同で

確保したり、より効率のよい人員配置が行えることなどが期待されます。

また、３病院の役割分担を進めることで、回復期から慢性期の患者さん

が郡内で入院できる体制が整い、病院の経営が改善されることや、現在

郡外の病院に入院されている方が郡内の病院に入院しやすくなることが

期待されます。
これを受け、７月から８月にかけ、この報告書の内容について説明し、

意見をお伺いする説明会を開催してまいりましたが、

このたび説明会でのご意見を踏まえた

「基本構想（案）」を作成し、

公表させていただきました。

このチラシは、「基本構想（案）」

の内容の一部を簡単にご説明させて

いただき、今後、西臼杵郡における

医療提供体制を維持していくため、

３公立病院の統合・再編についての

ご理解とご協力をお願いするものです。


